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１ 目 的 

神奈川県は７月１６日「神奈川県版緊急事態宣言」を発出し、７月２２

日から重点措置を行う措置区域を県内全市町とすることを決定しました。 

２ 実施期間 

  令和３年８月２２日まで 

３ 町長コメント 

  別紙のとおり 

４ 周知方法 

  ホームページ、回覧、メールマガジン、防災行政無線など 

 

新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置について 

 


